
 

令和５年第１回定例会 提出議案 

議案 

番号 
件       名 提   案   理   由 議決月日 

議決 

番号 

議決 

結果 

１ 令和５年度美里町一般会計予算 予 算 額      ５，４２０，４１０千円 ３月２２日 ３０ 
原案

可決 

２ 
令和５年度美里町国民健康保険特別会計

予算 
予 算 額      １，３９２，２４９千円 ３月２２日 ３１ 

原案

可決 

３ 令和５年度美里町介護保険特別会計予算 予 算 額      １，１７７，４５５千円 ３月２２日 ３２ 
原案

可決 

４ 
令和５年度美里町後期高齢者医療特別会

計予算 
予 算 額        １４３，９６６千円 ３月２２日 ３３ 

原案

可決 

５ 令和５年度美里町水道事業会計予算 

収益的収入予定額       ３２７，７７３千円 

収益的支出予定額     ３１４，６１７千円 

資本的収入予定額     ２９２，５４８千円 

資本的支出予定額     ５０８，７４６千円 

３月２２日 ３４ 
原案

可決 

６ 令和５年度美里町下水道事業会計予算 

収益的収入予定額       ４０５，７０３千円 

収益的支出予定額     ４００，９７２千円 

資本的収入予定額     １８２，６９１千円 

資本的支出予定額     ２２８，７０８千円 

３月２２日 ３５ 
原案

可決 

７ 
令和４年度美里町一般会計補正予算

（第８号） 

補正予算額        １９３，８０４千円 

総   額      ６，０５１，２９５千円 
３月２日 ７ 

原案

可決 

８ 
令和４年度美里町国民健康保険特別会

計補正予算（第３号） 

補正予算額         ７３，０３９千円 

総   額      １，４５７，９１６千円 
３月２日 ８ 

原案

可決 

９ 
令和４年度美里町下水道事業特別会計

補正予算（第３号） 

補正予算額            １００千円 

    総   額         ２０２，００９千円 
３月２日 ９ 

原案

可決 

10 
令和４年度美里町農業集落排水処理事

業特別会計補正予算（第３号） 

補正予算額             ９０千円 

    総   額         ３１５，９４４千円 
３月２日 １０ 

原案

可決 

11 
令和４年度美里町介護保険特別会計補

正予算（第４号） 

補正予算額          △１４，１５４千円 

総   額      １，１４２，７８７千円 
３月２日 １１ 

原案

可決 

12 
令和４年度美里町後期高齢者医療特別会

計補正予算(第３号) 

補正予算額         △６，２８９千円 

総   額        １３７，３２１千円 
３月２日 １２ 

原案

可決 

13 
令和４年度美里町水道事業会計補正予算

（第４号） 

収益的支出補正予定額      １，１２８千円 

総額（支出予定額）    ２７９，６４６千円 
３月２日 １３ 

原案

可決 

14 

美里町特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 スポーツ推進委員の報酬について、適正化を図りたいの

で、この案を提出するものである。 ３月２２日 １６ 
原案

可決 

15 
美里町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例 

持家に対する住居手当を段階的に廃止したいので、この案

を提出するものである。 
３月２２日 １７ 

原案

可決 

16 
美里町職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例 

 特殊勤務手当の適正化を図るため、所要の改正をしたいの

で、この案を提出するものである。 
３月２２日 １８ 

原案

可決 



17 
美里町国民健康保険条例の一部を改正

する条例 

 健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布された

ことを踏まえ、所要の改正をしたいので、この案を提出する

ものである。 

３月２２日 １９ 
原案

可決 

18 

美里町介護保険条例及び美里町特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する等

の条例 

 障害支援区分判定を介護認定審査会の業務とするため、所

要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
３月２２日 ２０ 

原案

可決 

19 
美里町ひとり親家庭等の医療費の支給

に関する条例の一部を改正する条例 

 支給の対象となる医療費を拡充するため、所要の改正を行

いたいので、この案を提出するものである。 
３月２２日 ２１ 

原案

可決 

20 

美里町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例及び美里

町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 民法等の一部を改正する法律が施行されたことを踏まえ、

所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 

３月２２日 ２２ 
原案

可決 

21 

美里町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例及び美里

町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令等が公布されたことを踏まえ、所要の改正をした

いので、この案を提出するものである。 ３月２２日 ２３ 
原案

可決 

22 美里町地消地産推進条例 

 地消地産の推進、安全で安心な町内農産物等の供給、町の

農業資源を活用した来訪者と農村との交流、食育の推進等の

施策に関する基本的事項を定め、生産者、事業者及び町民の

信頼関係に基づく食と農を基本とした健康的で豊かな地域

社会の形成を図るため、この案を提出するものである。 

３月２２日 ２４ 
原案

可決 

23 

美里町農業集落排水処理施設設置及び

管理に関する条例等の一部を改正する

条例 

十条地区農業集落排水施設及び沼上地区農業集落排水施

設の区域を下水道処理区に編入するため、所要の改正をした

いので、この案を提出するものである。 

３月２２日 ２５ 
原案

可決 

24 

美里町が本庄市に委託する一般旅券の

申請受理及び交付等に係る事務の変更

について 

美里町が本庄市に委託する一般旅券の申請受理及び交付

等に係る事務を変更するとともに、本庄市と美里町との間に

おける一般旅券の申請受理及び交付等に係る事務の委託に

関する規約を変更することについて協議したいので、地方自

治法第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５

２条の２の２第３項の規定により、この案を提出するもので

ある。 

３月２２日 ２６ 
原案

可決 

25 美里町監査委員の選任について 

 美里町監査委員の硲和廣の任期が、令和５年３月９日をも

って満了となるため、後任として橋本英和を選任することに

ついて、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同

意を得たいので、この案を提出するものである。 

３月１日 ２ 
原案

同意 

26 町道路線の廃止について 
町道路線の払下げに伴い、町道路線を廃止したいので、こ

の案を提出するものである。 
３月２２日 ２７ 

原案

可決 

27 
辺地に係る公共的施設の総合的な整備

に関する財政上の計画の策定について 

円良田辺地に係る総合整備計画を定めたいので、この案を

提出するものである。 
３月２２日 ２８ 

原案

可決 



 

28 
令和４年度美里町一般会計補正予算

（第９号） 
   繰越明許費           ４，３８７千円 ３月２２日 １５ 

原案

可決 

29 美里町印鑑条例の一部を改正する条例 
住民サービスの向上を図るため、所要の改正をしたいの

で、この案を提出するものである。 
３月２２日 ２９ 

原案

可決 

発議 

１ 

内田三郎議員に対する議員辞職勧告決 

議 

内田三郎議員に対し、公人としての自らの過ちの責任を痛

感し、自らの意思により、社会的・道義的・政治的責任をと

り、速やかに美里町議会議員の職を辞することを再度強く求

めるため、本決議を提出するものである。 

３月１日 １ 
原案

可決 

発議 

２ 

美里町議会の個人情報の保護に関する 

条例 

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律が公布されたことに伴い、美里町議会における個人情

報保護制度の適切な運用を図るため、必要な事項を定めたい

ので、この案を提出するものである。 

３月２日 ３ 
原案

可決 

発議 

３ 

美里町議会委員会条例の一部を改正す

る条例 

美里町議会の議員の定数を定める条例の一部改正に伴い、

常任委員会の定数を改正したいので、この案を提出するもの

である。 

３月２日 ４ 
原案

可決 

発議 

４ 

美里町議会会議規則の一部を改正する

規則 

美里町議会の議員の定数を定める条例の一部改正等に伴

い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである

。 

３月２日 ５ 
原案

可決 

発議 

５ 

美里町議会政務活動費の交付に関する

条例の一部を改正する条例 

 

町村議会議員のなり手不足は地方議会の大きな課題であ

り、若者や女性など多様な人材の町議会への参画を促進する

ためには、少しでも立候補しやすい環境の見直しが必要であ

る。 

議員定数が１０人に改定され、議員一人一人が果たす役割

が増す中で、今後ますます多様化する住民ニーズに的確に応

えつつ課題に対応するために、町議会議員の調査研究などの

活動基盤の充実を図り、議員の資質を高めることが必要不可

欠である。よって、この案を提出するものである。 

３月２日 ６ 
原案

可決 

発議

６ 

美里町議会議員の請負の状況の公表に

関する条例 

美里町議会議員個人による請負の状況の透明性を確保す

るため、必要な事項を定めたいので、この案を提出するもの

である。 

３月２２日 １４ 
原案

可決 

 


